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�
　地方公共団体には、日本国憲法及び地方
自治法の規定により、その議事機関として
議会を設置することになっています。�
　この議会の議員定数は、地方自治法第９１
条に基づき、例えば人口５万人未満の市で
は２６人、人口５万人以上１０万人未満の市（本
市はここに含まれます）では３０人、という
具合に上限数が定められ、これを超えない

範囲で、地方公共団体が独自に条例で定め
ることになっています。（なお、平成１５年
１月１日より前は、人口５万人以上１５万人
未満の市の法定数は３６人でした。）�
　条例案は、市長、あるいは本市の場合は
２人以上の議員の発案で市議会に提出する
ことができ、過半数の議員の賛成があれば
可決となり、条例としての効力が生じます。�
　本市の条例定数は、昭和５８年の統一地方
選挙からは、それまで３０人であった条例定
数を２８人に削減し、平成１５年の統一地方選
挙からは、さらに４人削減し、現在の２４人
に至っています。�

　
第
七
十
一
号
議
案
に
反
対
、
請
願
第
三
十
六
号
に

も
反
対
し
ま
す
。
�

　
議
会
は
市
民
の
代
表
機
関
で
あ
り
、
市
民
の
多
様

な
意
思
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
適
切
な
議
員
数
に
よ

る
議
会
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
�

　
行
政
を
執
行
し
て
い
る
市
長
を
は
じ
め
当
局
と
は
、

常
に
対
等
の
立
場
で
、
お
互
い
に
け
ん
制
し
合
い
な

が
ら
、
緊
張
感
を
持
っ
て
、
よ
り
よ
い
市
政
の
発
展

に
努
力
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
�

　
そ
れ
に
は
、
均
衡
の
と
れ
た
議
会
体
制
で
あ
る
べ

き
と
考
え
ま
す
。
今
回
の
直
接
請
求
に
よ
る
急
激
で

大
幅
な
議
員
数
の
減
員
は
、
議
会
本
来
の
機
能
で
あ

る
監
視
機
能
を
弱
め
、
市
民
の
意
思
を
反
映
し
て
い

く
こ
と
が
低
下
す
る
と
危
惧
し
ま
す
。
�

　
一
方
、
社
会
情
勢
や
本
市
の
状
況
か
ら
見
れ
ば
、

現
行
の
議
員
数
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
も
難
し
い
と

考
え
ま
す
。
今
後
、
議
会
改
革
を
検
討
す
る
中
で
、

適
切
な
議
員
定
数
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
�

　
第
七
十
一
号
議
案
に
反
対
、
請
願
第
三
十
六
号
に

も
反
対
し
ま
す
。
�

　
直
接
請
求
に
よ
り
参
政
権
を
行
使
さ
れ
、
議
案
を

提
出
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
暑
い
中
で
の
署
名
活
動

等
の
努
力
に
対
し
、
敬
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
一

万
人
も
の
署
名
を
集
め
ら
れ
、
こ
の
重
み
を
真
摯
に

受
け
止
め
ま
す
。
�

　
我
々
、
会
派
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
議
会
改
革
に

真
剣
に
取
り
組
み
、
特
に
市
議
会
議
員
定
数
に
関
し

て
は
、
平
成
十
五
年
四
月
の
改
選
時
か
ら
の
、
四
人

の
定
数
削
減
に
尽
力
し
て
き
ま
し
た
。
議
員
数
は
、

神
戸
式
に
五
人
か
、
十
人
か
、
提
案
の
十
五
人
か
、

二
十
人
が
よ
い
の
か
を
議
論
す
べ
く
、
今
後
、
議
会

改
革
特
別
委
員
会
を
早
急
に
立
ち
上
げ
、
議
員
定
数
・

議
員
報
酬
・
費
用
弁
償
、
議
会
の
権
能
等
に
関
し
て
、

市
民
代
表
や
有
識
者
の
方
々
に
協
力
を
求
め
、
適
切

な
議
会
構
築
と
な
る
よ
う
努
力
し
て
い
く
こ
と
を
約

束
し
て
、
反
対
の
討
論
と
し
ま
す
。
�

　
第
七
十
一
号
議
案
に
反
対
、
請
願
第
三
十
六
号
に

賛
成
し
ま
す
。
議
会
が
民
主
主
義
と
地
方
自
治
の
根

幹
を
な
す
市
民
の
代
表
機
関
だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
�

　
市
民
か
ら
選
挙
で
選
ば
れ
る
代
議
制
と
、
民
意
を

反
映
し
合
議
制
で
市
の
意
思
決
定
を
行
う
議
会
制
民

主
主
義
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
人
数
確
保

が
必
要
で
す
。
地
方
自
治
法
で
は
人
口
区
分
で
定
数

上
限
を
定
め
、
芦
屋
市
規
模
で
は
三
十
人
の
と
こ
ろ

を
、
現
在
二
十
四
人
に
減
ら
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
以

上
の
削
減
は
、
議
会
の
機
能
低
下
と
住
民
自
治
の
後

退
を
も
た
ら
し
ま
す
。
経
費
節
減
の
観
点
な
ら
ば
、

定
数
減
で
な
く
、
議
員
報
酬
を
カ
ッ
ト
す
べ
き
で
す
。
�

　
市
が
総
合
公
園
や
山
手
幹
線
に
数
百
億
円
を
投
じ
、

一
方
で
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
学
校
耐
震
化
は
後
回
し
、

福
祉
金
停
止
や
水
道
料
金
値
上
げ
等
負
担
増
を
強
め

て
い
る
今
こ
そ
、
議
会
が
市
民
の
暮
ら
し
を
守
る
防

波
堤
の
役
目
を
果
た
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

は
議
員
の
質
と
と
も
に
数
も
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。
�

　
第
七
十
一
号
議
案
に
反
対
、
請
願
第
三
十
六
号
に

も
反
対
し
ま
す
。
こ
の
請
願
は
今
回
の
直
接
請
求
に

対
抗
し
て
出
さ
れ
た
請
願
と
理
解
し
ま
す
。
こ
れ
に

は
、
議
員
数
削
減
は
少
数
意
見
の
排
除
に
つ
な
が
る
、

と
あ
り
ま
す
。
議
員
は
少
数
意
見
も
含
め
、
さ
ま
ざ

ま
な
意
見
に
耳
を
傾
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に

意
見
や
要
望
を
聞
き
、
具
体
的
な
政
策
実
現
に
向
け

努
力
す
る
責
任
も
あ
り
ま
す
。
請
願
紹
介
議
員
は
、

議
員
数
を
削
減
す
る
こ
と
が
今
の
時
代
に
合
っ
て
い

な
い
、
と
発
言
し
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方

こ
そ
、
今
の
時
代
に
逆
行
す
る
と
考
え
ま
す
。
第
七

十
一
号
議
案
は
、
残
念
で
す
が
九
人
と
い
う
人
数
削

減
は
性
急
す
ぎ
る
と
判
断
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
公

明
党
は
過
去
の
議
員
数
削
減
の
際
も
積
極
的
に
リ
ー

ド
し
て
お
り
、
ま
た
、
今
後
も
見
直
し
の
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
回
の
市
民
か
ら
の
直
接
請

求
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
今
一
度
、
削
減
を
検
討
す

る
機
会
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
�

　
第
七
十
一
号
議
案
に
反
対
し
ま
す
。
�

　
こ
の
た
び
の
署
名
の
重
み
は
十
分
認
識
し
て
い
ま

す
。
行
政
と
議
会
と
い
う
の
は
よ
く
車
の
両
輪
に
例

え
ら
れ
ま
す
が
、
議
会
が
強
く
て
も
ダ
メ
、
反
対
に

行
政
が
強
く
て
も
ダ
メ
で
、
基
本
的
に
は
対
等
・
平

等
の
関
係
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現

実
に
は
行
政
と
議
会
と
で
は
情
報
の
量
な
ど
が
全
く

違
い
、
議
会
側
が
対
等
の
役
割
を
果
た
せ
て
い
な
い

の
が
実
情
で
す
。
当
然
、
議
会
の
強
化
、
議
員
の
質

を
高
め
る
こ
と
は
必
要
で
す
。
し
か
し
今
、
こ
こ
で

議
員
の
定
数
を
二
十
四
か
ら
十
五
に
一
度
に
減
ら
せ

ば
ど
う
な
る
の
か
。
や
は
り
議
会
の
力
を
弱
め
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
現
時
点
で
は
こ
の
定
数

削
減
の
議
案
に
反
対
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
今
後
、

英
明
ク
ラ
ブ
で
は
、
議
会
の
強
化
や
議
員
の
質
を
向

上
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
定
数
は
二
十

四
の
ま
ま
で
削
減
し
な
く
て
よ
い
の
か
、
活
発
に
議

論
し
て
早
々
に
結
論
を
出
す
よ
う
努
力
し
ま
す
。
�

　
第
七
十
一
号
議
案
に
反
対
、
請
願
第
三
十
六
号
に

賛
成
し
ま
す
。
阪
神
間
の
中
で
は
人
口
割
で
議
員
数

が
多
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
芦
屋
市
と
同
規
模
人
口

の
自
治
体
と
比
較
す
る
と
決
し
て
多
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
地
方
自
治
法
が
定
め
る
数
（
上
限
）
か

ら
言
っ
て
も
、
す
で
に
芦
屋
市
は
六
人
も
減
ら
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
議
員
数
を
減
ら
せ
ば
議
員
の
質
の

向
上
が
図
れ
る
と
請
求
代
表
者
が
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
は
数
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち

の
選
ん
だ
議
員
が
、
ま
じ
め
に
市
民
の
た
め
に
働
い

て
い
る
の
か
ど
う
か
知
ら
な
い
こ
と
に
問
題
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
小
さ
な
政
府
や

官
か
ら
民
へ
、
痛
み
の
伴
う
行
政
改
革
が
時
代
の
流

れ
で
市
民
や
職
員
も
多
大
な
負
担
を
強
い
ら
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、
議
員
も
同
じ
よ
う
に
痛
み
を
と
い
う

市
民
感
情
は
分
か
り
ま
す
が
、
今
の
流
れ
に
流
さ
れ

る
も
改
革
す
る
も
皆
さ
ん
自
身
で
す
。
私
ど
も
は
声

を
あ
げ
た
皆
さ
ん
と
と
も
に
改
革
し
て
い
き
ま
す
。
�

　
第
七
十
一
号
議
案
に
賛
成
、
請
願
第
三
十
六
号
に

反
対
し
ま
す
。
理
由
は
、
①
直
接
請
求
に
よ
り
、
八

千
八
百
五
十
五
人
の
有
効
署
名
を
さ
れ
た
市
民
の
方
々

が
、
市
議
会
議
員
は
十
五
人
が
妥
当
と
さ
れ
た
こ
と
。

②
市
民
と
は
無
関
係
な
議
会
の
中
の
利
害
関
係
や
駆

引
き
を
な
く
し
、
議
会
本
来
の
機
能
を
向
上
さ
せ
る

近
道
が
少
数
化
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
。
③
党
利

党
略
を
越
え
市
民
の
声
と
じ
か
に
向
き
合
う
、
市
民

の
た
め
の
議
論
が
成
立
し
や
す
く
、
市
長
と
議
員
を

市
民
が
選
ぶ
二
元
代
表
制
の
利
点
が
、
活
か
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
こ
と
。
④
選
挙
で
は
、
候
補
者
の
政
治

に
対
す
る
姿
勢
や
活
動
が
選
ぶ
基
準
に
な
る
こ
と
。

⑤
一
気
に
十
五
人
に
す
る
こ
と
で
、
議
会
改
革
が
進

む
こ
と
。
⑥
大
東
市
で
は
、
定
数
の
三
十
四
人
を
半

数
に
し
て
い
る
こ
と
。
職
員
数
と
の
比
例
計
算
で
は
、

芦
屋
市
は
十
四
人
と
な
る
こ
と
。
⑦
市
議
会
制
度
を

充
実
さ
せ
る
法
律
が
、
平
成
十
九
年
六
月
六
日
ま
で

に
、
施
行
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
。
�

　第４回臨時会の最終日には、直接請
求制度に基づき住民から提出された�
「第７１号議案、芦屋市議会議員定数条
例改正について」と「請願第３６号、議
員定数を削減しないよう求める請願書」
について討論・表決を行いました。討
論では、各会派から代表の議員と会派

に属していない山田議員の７人の議員
が討論を行いました。討論内容は以下
のとおりです。表決の結果は、第７１号
議案が賛成１、反対２２で否決に、請願
も賛成少数で不採択と決しました。（長
野議員は議長のため表決権がありませ
ん。）�

議員定数削減案に�
　　　対する各会派等の討論�

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
�

�　
畑
中
　
俊
彦
�畑中　俊彦�
重村啓二郎�
寺前　尊文�
中島　健一�

創
政
ク
ラ
ブ
�

�　
来
田
　
　
守
�幣原　みや�
来田　　守�
山村　悦三�
都筑　省三�
長野　良三�
青木　　央�

日
本
共
産
党
�

�　
田
中
え
み
こ
�木野下　章�
田中えみこ�
平野　貞雄�

公
明
党
�

�　
田
原
　
俊
彦
�田原　俊彦�
徳田　直彦�
帰山　和也�

英
明
ク
ラ
ブ
�

�　
松
木
　
義
昭
�伊藤とも子�
小川　芳一�
松木　義昭�
�

新
社
会
党
�

�　
山
口
み
さ
え
�前田　辰一�
山口みさえ�

会
派
に
属
さ
な
い
議
員
�

�　
山
田
み
ち
子
�

　
こ
の
ほ
か
、
大
久
�

保
文
雄
議
員
と
灘
井
�

義
弘
議
員
は
、
直
接
�

請
求
案
に
反
対
、
請
�

願
に
賛
成
し
ま
し
た
。
�

議員定数とは�
　参考人制度とは、委員会が審査、調査の
ため必要と認めたときに、第三者を委員会
に招致し、その意見を聞くことができる制
度のことです。参考人には、利害関係人や
学識経験者などを招くことができます。（地
方自治法第１０９条第５項）�
　１０月２４日（火）の特別委員会では、今回
の直接請求代表者６人のうち、大嶋三郎氏、
助野勇氏、服部朗氏の３人を参考人として
招きました。�

　請願者の口頭陳述制度は、本市議会内に
設置した議会制度検討会での協議を経て、
平成１６年６月、先進市の例に倣い設けた制
度です。（芦屋市議会請願・陳情取扱要綱
第９条）具体的には、本市議会に請願を提
出した場合、請願者が希望すれば審査を行
う委員会で、審査の冒頭５分間に限り、請
願者自身が趣旨説明を行うことができます。
　今回の特別委員会では、請願団体代表の
北村勝美氏が口頭陳述を行いました。�

参考人制度と請願者の口頭陳述制度について�


